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１．はじめに

　監査上の主要な検討事項（Key audit matters、

以下「KAＭ」という）の記載を含む新たな監査

報告書の適用は、監査制度の画期的な改正であり、

原則適用の2021年３月期から早４年を過ぎよう

としている。適用開始前から実効性のある運用に

心配する声もあったが、実務として着実に定着し

つつある。多くの上場会社が積極的に取り組んで

おり、グローバルでも好事例になるような充実し

た記述が散見されている。また、読み手である投

資家も有価証券報告書が公表された際には、

KAMの内容を確認し、また前年度比較するなど

分析に用いるようになっている。その一方で運用

上の課題も見えてきた。KAMの中には、制度対

応として必要最低限の記述しかしていない事例が

あり、また、利用者においてもKAMを確認して

いない投資家が存在する。現状、KAMの記述は

大きく二極化する傾向にあり、今後の課題は二極

化したKAMの底上げである。そのためにはKAM
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